
 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住誘導区域及び都市機能誘導区域 

   居住誘導区域 

   都市機能誘導区域 

※ただし、次の区域は除く 
 （１）農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農用地区域 
 （２）農地法第５条第２項第１号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地 


